
 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、エネルギー価格を始めとする物価高騰が続く中、中小企業者が行う従業員の採

用活動を支援することで、事業継続に必要な労働力の確保による経営基盤の安定化を図るため、

求人サービス等の利用に要する経費について、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規

則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、当該中小企

業者に対し補助金を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小

企業者及び同項で規定する各業種における資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業

員の数以下の法人格を持つその他の法人、団体等をいう。 

（２）人材紹介会社 次のア及びイのいずれにも該当する事業者をいう。 

ア 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３０条第１項の規定に基づき、厚生労働大

臣の許可を得た有料職業紹介事業者であること。 

イ 厚生労働省の特設サイト「人材サービス総合サイト」の「職業紹介事業」に掲載されて

いる有料職業紹介事業者であること。 

（補助事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、中小企業者であって、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）市が主催する「求人サービス活用セミナー」の受講又は同セミナーのアーカイブ配信を視

聴する予定の（又はした）者であること。 

（２）法人にあっては、市内に本店登記があること。 

（３）個人事業主にあっては、市内に主たる事業所を有し、当該事業所において事業を行ってい

ること。 

（４）市内で１年以上事業を営んでおり、引き続き継続する意思があること。 

（５）市税の滞納がないこと。 

（６）過去５年間に重大な法令違反等がないこと。 

（７）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第１１項に規

定する特定遊興飲食店営業、同条第１３項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する

事業を行っていないこと。 

（８）千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第２条第２号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。）又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者でないこと。 

（９）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

（１０）その他市長が適切でないと認めるものでないこと。 



 

２ 市長は、市が主催する「求人サービス活用セミナー」の受講又は同セミナーのアーカイブ配 

信の視聴を勧奨することとする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（（以下「補助対象事業」という。）は、令和７年１０月３１日から

令和８年３月３１日までの間において、人材紹介会社が主催する新たに人材を雇用するための

人材の採用に係る事業のうち、次の各号に掲げるものとする。 

（１）就職情報媒体への求人情報の掲載又は合同企業説明会への出展 

（２）成功報酬型の人材採用又は短時間・単発の雇用契約を仲介する民間サービスの利用による

人材採用 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、補助対象事業から除外するも

のとする。 

（１）補助事業者が自ら又は共同で主催する説明会等 

（２）広く一般に公開されていない説明会等 

（３）その他市長が不適当と認める説明会等 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（（以下「補助対象経費」という。）は次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に規定する消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規

定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。 

（１）前条第１項第１号に規定する事業 求人広告費又は採用を目的とした説明会等への出展料

（出展料においては、装飾、配布物等にかかる経費は除く。） 

（２）前条第１項第２号に規定する事業 成功報酬型の人材採用に係る経費又は短時間・単発の

雇用契約を仲介する民間サービスを利用した際に支払う手数料 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の２分の１とし、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める金額を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。 

（１）前条第１号に掲げる経費 ２０万円 

（２）前条第２号に掲げる経費 ５０万円 

（３）前条第１号及び第２号に掲げる経費の合算額 ５０万円 

２ 補助金の交付は、補助事業者につき、１回限りとする。 

３ 第１項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨

てるものとする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（（以下「申請者」という。）は、千葉市中小企業者採用

活動支援補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出す

るものとする。 

（１）実施事業詳細情報（別紙） 

（２）誓約書（様式第１号の２） 

（３）商業・法人登記に関する履歴事項全部証明書（発行後３か月以内のもの。個人事業主にあ



 

っては、個人事業の開業・廃止等届出書等、代表者、屋号、事業所所在地等が分かる資料） 

（４）補助対象経費の詳細及び金額が確認できる書類 

（５）申請者の従業員数が確認できる資料（資本金が中小企業者の範囲を超えている場合若しく

は中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者以外の法人、団体等で同項で規定する

各業種における資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数以下の法人格を持つ

その他の法人、団体等の場合のみ。） 

（６）市町村税・特別区税又は千葉市税に滞納がないことを証明する書類 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市内に事業所を有する申請者（個人事業主のうち、千葉市の住民 

基本台帳に記録されていない者を除く。）は、市が保有する税情報の利用に同意する場合、提出 

書類のうち市町村税・特別区税又は千葉市税に滞納がないことを証明する書類の提出を省略す 

ることができる。 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交

付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、千葉市中小企業者採用活動支援補

助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、千

葉市中小企業者採用活動支援補助金不交付決定通知書（様式第２号の２）により、申請者に通

知するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 市長が、補助金の交付決定をする場合において付する条件は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

（１）補助対象事業等の内容、経費の配分又は事業計画等の変更をする場合においては、あらか

じめ市長に申請すること。ただし、補助金の使途又は事業計画の根幹となる部分に影響を及

ぼさないと認められる変更であり、かつ、補助金の増額以外の変更であって、補助対象経費

の総額の２０％に満たない経費の配分の変更については、この限りでない。 

（２）補助対象事業を中止又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合には、

速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（補助金の変更交付申請等） 

第１０条 補助事業者は、前条第１号又は第２号の規定により承認を受けようとするとき

は、あらかじめ千葉市中小企業者採用活動支援補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様

式第３号）に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

（１）変更（中止・廃止）に伴う関係書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による補助対象事業の変更、中止又は廃止承認の申請書の提出を受けた 

 ときは、当該申請の内容を審査し、承認する場合は千葉市中小企業者採用活動支援補助金変更 

 交付決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知するものとする。 



 

（交付申請の取下げ） 

第１１条 申請者は、第７条第１項の補助金の交付申請の取下げを行う場合は、千葉市中小企業

者採用活動支援補助金交付申請取下書（様式第５号）に、次の各号に掲げる書類を添付し、市

長に提出しなければならない。 

（１）取下げに伴う関係書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業が完了した場合は、令和８年３月３１日までに、千葉市

中小企業者採用活動支援補助金実績報告書（様式第６号）に、次の各号に掲げる書類を添付し、

市長に提出しなければならない。 

（１）実施事業詳細（別紙） 

（２）補助対象経費の支払が確認できる書類（請求書及び領収書等） 

（３）補助対象事業の利用が確認できる書類 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助対象事

業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付額を確定し、千葉市中小

企業者採用活動支援補助金交付額確定通知書（様式第７号）により、補助事業者に通知するも

のとする。 

２ 前項の規定による審査の結果、確定額が交付決定額と異なる場合は、交付決定を行った金額

の範囲内で確定することができる。この場合、変更内容を千葉市中小企業者採用活動支援補助

金交付額確定通知書に記載し、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１４条 補助事業者は、規則第１６条第１項の規定により補助金の交付を受けようとするとき

は、千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に対し、補助金を交付

するものとする。 

（報告） 

第１５条 補助事業者は、補助対象経費を支払った事業者から返戻金が生じ、又は生じる見込み

がある場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。 

２ 前項に規定するほか、補助事業者のうち、第４条第１項第２号に規定する成功報酬型の人材

採用を行うものについては、第１２条の規定により実績報告書を提出した日から６か月経過後

に、市長が指定する方法により定着状況を報告しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による報告を受けた場合は、補助事業者に対し、期限を定めてその全

部又は一部の返還を求めるものとする。 

（同種の補助金等との関係） 

第１６条 第３条の規定にかかわらず、補助対象事業について、千葉市又は他の公的機関等が実

施する、この要綱に規定する補助金と同種の補助金等を受けている者は、この要綱に規定する



 

補助金の交付を受けることができない。 

（交付決定の取消通知） 

第１７条 規則第１７条第３項において準用する第６条の規定による通知は、千葉市中小企業者

採用活動支援補助金交付決定取消通知書（様式第９号）によるものとする。 

（返還命令） 

第１８条 規則第１８条第１項、第２項又は第１５条第３項の規定による返還命令は、千葉市中

小企業者採用活動支援補助金返還命令書（様式第１０号）によるものとする。 

（雑則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

１ この要綱は、令和７年１０月３１日から施行し、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

２ この要綱に基づき交付された補助金を受けた者に係る第１５条、第１７条及び第１８条の規 

定は、この要綱の失効後も、なお効力を有する。 

  



 

様式第１号 
 

年  月  日 
 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付申請書 
 
 

（あて先）千葉市長 
 

申 請 者 

所 在 地  （※１） 

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  （※２） 

（※１）個人事業主の場合、事業所所在地、事業主住所地の両方を記入してください。 

（※２）法人の場合は記名押印（代表者印）してください。 

法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

（連絡先電話番号）         （担当）   
（連絡先メールアドレス）   

 
 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金の交付を受けたいので、千葉市中小企業者採

用活動支援補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。 
 

補助対象経費の合計額※ 円 

補助金交付申請額※ 
（補助対象経費の合計額の 1/2（千円未満の端数は切捨
て）又は上限額のいずれか低い額） 

円 

※消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 

 

実施事業 
（該当する
ものにチェ
ックを入れ
て く だ さ
い。） 

□①就職情報媒体への求人情報の掲載事業又は合同企業説明会への

出展事業 

取組内容 

求人誌等の紙媒体への広告掲載 

就職情報サイトへの求人広告掲載 

合同企業説明会への出展 

□②人材紹介サービスを利用した雇用事業 

取組内容 
成功報酬型人材紹介サービスの利用 

短時間・単発の雇用契約を仲介する民間サービスの利用 

採用人数（①、②の利用により採

用を予定する人数） 

正社員 人 

パート・アルバイト 人 
 

税情報利用の同意欄 

※□にチェックをしてください。 

□申請に当たり、千葉市が当団体（個人事業主の

場合、事業主本人）の市税に関する課税・納税

情報を調査することに同意します。 

  



 

＜添付書類の確認＞ 

・実施事業詳細情報（別紙） 

・誓約書（様式第１号の２） 

・商業・法人登記に関する履歴事項全部証明書（発行後３か月以内のもの。個人事

業主にあっては、個人事業の開業・廃止等届出書等、代表者、屋号、事業所所在

地等が分かる資料） 

・補助対象経費の詳細及び金額が確認できる書類 

・申請者の従業員数が確認できる資料（資本金が中小企業者の範囲を超えている場

合若しくは中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者以外の法人、団体

等で同項で規定する各業種における資本金の額又は出資の総額及び常時使用する

従業員の数以下の法人格を持つその他の法人、団体等の場合のみ。） 

・市町村税・特別区税又は千葉市税に滞納がないことを証明する書類 

 （税情報利用に同意した場合は不要。ただし、個人事業主のうち、千葉市の住民 

基本台帳に記録されていない者を除く。） 

  



 

（別紙）実施事業詳細情報 

※金額については消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 

 

１ 求人誌等の紙媒体への広告掲載 

（１件目）掲載情報誌等名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（２件目）掲載情報誌等名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

２ 就職情報サイトへの求人広告掲載 

（１件目）掲載サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（２件目）掲載サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

３ 合同企業説明会への出展 

（１件目）合同企業説明会名称及び主催企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（２件目）合同企業説明会名称及び主催企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

４ 成功報酬型人材紹介サービスの利用 

（１件目）職業紹介サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（２件目）職業紹介サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

  



 

（別紙）裏面 

※金額については消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 

 

５ 短時間・単発の雇用契約を仲介する民間サービスの利用 

（１件目）職業紹介サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（２件目）職業紹介サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

６ その他、上記で不足する場合（以下をご活用ください） 

（１件目）名称及び企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（２件目）名称及び企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（３件目）名称及び企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（４件目）名称及び企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号の２ 
 

年  月  日 
 

誓 約 書 
 
 

（あて先）千葉市長 
 

誓 約 者 

所 在 地  （※１） 

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  （※２） 

（※１）個人事業主の場合、事業所所在地、事業主住所地の両方を記入してください。 

（※２）法人の場合は記名押印（代表者印）してください。 

法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

私は、千葉市中小企業者採用活動支援補助金の申請に当たり、次の内容について、

誓約します。 

 

□補助金の交付を受けた後も、引き続き市内において事業を継続する意思があります。 

□本補助金の補助対象事業の実施に際し、他の公的機関及び千葉市中小企業者採用活

動支援補助金交付要綱（（以下「要綱」という。）に規定する補助金と同種の補助制度

の活用はしていません。 

□要綱第３条に規定する補助事業者の要件に該当する中小企業者です。 

 また、市が必要とした場合は、交付申請にかかわる個人情報について、庁内関係課

及び千葉県警察本部等の他の官公庁へ提供することについて意義ありません。 

□要綱第４条第１項第２号に規定する補助対象事業を通じて補助対象経費を支払っ

た事業者から返戻金が生じた場合は、速やかに報告をするとともに、交付を受けた

補助金の全部又は一部を返還します。 

□申請時に提出する書類の内容は、事実と相違ありません。 

□要綱第４条第１項第２号に規定する成功報酬型の人材採用を行う場合、要綱第１２

条の規定により実績報告書を提出した日から６か月経過後に、市長が指定する方法

により定着状況を報告します。 

□市が主催する求人サービス活用セミナーを受講しました（又は受講する予定です）。

受講できない場合は、同セミナーのアーカイブ配信を視聴します。 

  



 

様式第２号 
 

千葉市指令経雇第   号 
 

所 在 地   

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  様 
 
 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付決定通知書 
 

   年  月  日付けで申請のあった千葉市中小企業者採用活動支援補助金

の交付について、次のとおり決定したので、千葉市補助金等交付規則第４条及び第６

条の規定により通知します。 

 

 

    年  月  日 

 

千葉市長         印 

 

 

実施事業 
□①就職情報媒体への求人情報の掲載事業又は合同企業説明会への出展事業 

□②人材紹介サービスを利用した雇用事業 

交付申請額 円 

補助金の 
交付決定額 

円 

その他  

交付の条件 

１ 補助対象事業等の内容、経費の配分又は事業計画等の変更をする場合においては、 

 あらかじめ市長に申請すること。ただし、補助金の使途又は事業計画の根幹となる 

 部分に影響を及ぼさないと認められる変更であり、かつ、補助金の増額以外の変更 

 であって、補助対象経費の総額の２０％に満たない経費の配分の変更については、 

 この限りでない。 

２ 補助対象事業を中止又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

３ 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合に 

 は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

４ その他市長が必要と認める事項 

 

審査請求等について 
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



 

様式第２号の２ 

 

千葉市指令経雇第   号 

 

所 在 地   

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  様 

 

 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金不交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった千葉市中小企業者採用活動支援補助金

について、次のとおり交付しないことを決定したので、千葉市補助金等交付規則第４

条の規定により通知します。 

 

 

    年  月  日 

 

千葉市長         印 

 

 

交 付 申 請 額 円 

不 交 付 の 理 由  

そ の 他  

 

 

審査請求等について 
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 
２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

様式第３号 
 

年  月  日 
 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金変更（中止・廃止）承認申請書 
 
 

（あて先）千葉市長 
 

補助事業者 

所 在 地  （※１） 

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  （※２） 

（※１）個人事業主の場合、事業所所在地、事業主住所地の両方を記入してください。 

（※２）法人の場合は記名押印（代表者印）してください。 

法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

（連絡先電話番号）         （担当）   

（連絡先メールアドレス）   

 
 

   年  月  日付け千葉市指令経雇第  号により交付決定のあった千葉

市中小企業者採用活動支援補助金の申請について、千葉市中小企業者採用活動支援補

助金交付要綱第１０条第１項の規定により、次のとおり内容の変更（（中止・廃止）を

申請します。 

 

補助事業の内容等 

変更前 

 

変更後 

 

変更（中止・廃止）  の理由 

 

変更（中止・廃止）事由発生日 年   月   日 

添 付 書 類 
  １ 変更（中止・廃止）に伴う関係書類 

  ２ その他市長が必要と認める書類 

  



 

様式第４号 

 

千葉市指令経雇第   号 

 

所 在 地   

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  様 

 

 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金変更交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった千葉市中小企業者採用活動支援補助

金の変更（中止・廃止）承認申請について、次のとおり承認したので、千葉市中

小企業者採用活動支援補助金交付要綱第１０条第２項の規定により通知します。 

 

    年  月  日 

 

千葉市長         印 

 

 

 変更前 変更後 

補助事業 

の内容等 
  

補助金交付

決定額等 

交付決定額：        円 

（総事業費：       円） 

交付決定額：        円 

（総事業費：        円） 

補助金交付 

予定時期 
年   月   日 

交付の条件 

１ 補助対象事業等の内容、経費の配分又は事業計画等の変更をする場合においては、 

 あらかじめ市長に申請すること。ただし、補助金の使途又は事業計画の根幹となる 

 部分に影響を及ぼさないと認められる変更であり、かつ、補助金の増額以外の変更 

 であって、補助対象経費の総額の２０％に満たない経費の配分の変更については、 

 この限りでない。 

２ 補助対象事業を中止又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

３ 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合に 

 は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

４ その他市長が必要と認める事項 

備考 （変更前の交付決定通知）   年  月  日付け千葉市指令第 号 

（審査請求等について） 
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し
て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算
して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



 

様式第５号 

 

年  月  日 

 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付申請取下書  
 
 

（あて先）千葉市長 
 

申 請 者 

所 在 地  （※１） 

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  （※２） 

（※１）個人事業主の場合、事業所所在地、事業主住所地の両方を記入してください。 

（※２）法人の場合は記名押印（代表者印）してください。 

法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

（連絡先電話番号）         （担当）   
（連絡先メールアドレス）   

 

 

年  月  日付けで提出した千葉市中小企業者採用活動支援補助

金交付申請書を次のとおり取り下げたく、千葉市中小企業者採用活動支援

補助金交付要綱第１１条の規定により、関係書類を添えて届け出します。  

 

１ 交付申請取下げの理由 

 

 

２ 添付書類（（ 

（１）取下げに伴う関係書類 

      

（２）その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

様式第６号 
 

年  月  日 
 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金実績報告書 
 

（あて先）千葉市長 
 

補助事業者 

所 在 地  （※１） 

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  （※２） 

（※１）個人事業主の場合、事業所所在地、事業主住所地の両方を記入してください。 

（※２）法人の場合は記名押印（代表者印）してください。 

法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

（連絡先電話番号）         （担当）   

（連絡先メールアドレス）   

 

    年  月  日付け千葉市指令経雇  号で交付決定のあった千葉市中

小企業者採用活動支援補助金の実績について、千葉市中小企業者採用活動支援補助金

交付要綱第１２条の規定により、次のとおり報告します。 
 

補助対象経費の合計額※ 円 

補助金交付申請額※ 
（補助対象経費の合計額の 1/2（（千円未満の端数は切捨
て）又は上限額のいずれか低い額） 

円 

※消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 
 

実施事業 
（該当する
ものにチェ
ックを入れ
て く だ さ
い。） 

□①就職情報媒体への求人情報の掲載事業又は合同企業説明会への出展事業 

取組内容 
求人誌等の紙媒体への広告掲載 

就職情報サイトへの求人広告掲載 

合同企業説明会への出展 

□②人材紹介サービスを利用した雇用事業 

取組内容 
成功報酬型人材紹介サービスの利用 

短時間・単発の雇用契約を仲介する民間サービスの利用 

採用人数（①、②の利用により採用した人数） 
正社員 人 

パート・アルバイト 人 

□市が主催するセミナーを受講しました。 
□市が主催するセミナーのアーカイブ配信を視聴しました。 
（※受講又は視聴した場合、チェックを入れてください。） 

事業実施

の成果 

（本事業実施による成果を記載してください。） 

 

 
＜添付書類の確認＞ 
・実施事業詳細（別紙） 
・補助対象経費の支払が確認できる書類（請求書及び領収書） 
・補助対象事業の利用が確認できる書類  



 

（別紙）実施事業詳細 

※金額については消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 

 

１ 求人誌等の紙媒体への広告掲載 

（１件目）掲載情報誌等名及び運営企業名 成果 正社員 パート・アルバイト 

【名称】   問い合わせ・エントリー等 人 人 

【企業名】   面接実施 人 人 

【金額】 円  採用 人 人 

 

（２件目）掲載情報誌等名及び運営企業名 成果 正社員 パート・アルバイト 

【名称】   問い合わせ・エントリー等 人 人 

【企業名】   面接実施 人 人 

【金額】 円  採用 人 人 

 

２ 就職情報サイトへの求人広告掲載 

（１件目）掲載サイト名及び運営企業名 成果 正社員 パート・アルバイト 

【名称】   問い合わせ・エントリー等 人 人 

【企業名】   面接実施 人 人 

【金額】 円  採用 人 人 

 

（２件目）掲載サイト名及び運営企業名 成果 正社員 パート・アルバイト 

【名称】   問い合わせ・エントリー等 人 人 

【企業名】   面接実施 人 人 

【金額】 円  採用 人 人 

 

３ 合同企業説明会への出展 

（１件目）合同企業説明会名称及び主催企業名 成果 正社員 パート・アルバイト 

【名称】   問い合わせ・エントリー等 人 人 

【企業名】   面接実施 人 人 

【金額】 円  採用 人 人 

 

（２件目）合同企業説明会名称及び主催企業名 成果 正社員 パート・アルバイト 

【名称】   問い合わせ・エントリー等 人 人 

【企業名】   面接実施 人 人 

【金額】 円  採用 人 人 

 

 

 

  



 

（別紙）裏面 

※金額については消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 

 

４ 成功報酬型人材紹介サービスの利用 

（１件目）職業紹介サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（２件目）職業紹介サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

５ 短時間・単発の雇用契約を仲介する民間サービスの利用 

（１件目）職業紹介サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（２件目）職業紹介サイト名及び運営企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

６ その他、上記で不足する場合（以下をご活用ください） 

（１件目）名称及び企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（２件目）名称及び企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（３件目）名称及び企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

（４件目）名称及び企業名 金 額 円 

【名称】  
採用人数 

【正社員】 人 

【企業名】  【パート・アルバイト】 人 

 

  



 

様式第７号 

 

千葉市達経雇第   号 

 

所 在 地   

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  様 

 

 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付額確定通知書 

 

   年  月  日付けで報告のあった千葉市中小企業者採用活動支援補助金

実績報告書により、補助金額を次のとおり確定したので、千葉市補助金等交付規則第

１３条の規定により通知します。 

 

 

    年  月  日 

 

千葉市長         印 

 

 

補助金の交付決定額 円 

補助事業の経費精算額 円 

補 助 金 の 確 定 額 円 

備 考  

 
審査請求等について 
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



 

様式第８号 
 

年  月  日 
 
 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付請求書 
 

（あて先）千葉市長 
 

補助事業者 

所 在 地  （※１） 

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  （※２） 

（※１）個人事業主の場合、事業所所在地、事業主住所地の両方を記入してください。 

（※２）法人の場合は記名押印（代表者印）してください。 

法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

（連絡先電話番号）         （担当）   

（連絡先メールアドレス）   

 

 

   年  月  日付け千葉市達経雇第  号千葉市中小企業者採用活動支援

補助金交付額確定通知書により確定した補助金の交付について、千葉市補助金等交付

規則第１６条第１項の規定により、次のとおり請求します。 

 

１ 請求金額        金            円 

 

２ 振込先 

金融機関名 預金種類 口座番号 口座名義（フリガナ） 

銀  行 

信用金庫 
普通 

当座 
  

本・支店 

 

 

３ 添付資料  振込先口座番号情報が分かる資料（通帳のコピー等） 

  



 

様式第９号 

 

千葉市達経雇第   号 

 

所 在 地   

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  様 

 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付決定取消通知書 

 

   年  月  日付け千葉市指令経雇第  号により通知した千葉市中小企

業者採用活動支援補助金交付決定の全部（一部）を次のとおり取り消したので、千葉

市補助金等交付規則第１７条第３項において準用する第６条の規定により通知しま

す。 

 

 

    年  月  日 

 

千葉市長         印 

 

 

補助金の交付決定額  円 

取 消 額 円 

取消後の交付決定額  円 

取 消 の 理 由 

 

 

審査請求等について 
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



 

様式第１０号 

 

千葉市達経雇第   号 

 

所 在 地   

氏名又は法人名   

及び代表者職氏名  様 

 

千葉市中小企業者採用活動支援補助金返還命令書 

 

千葉市補助金等交付規則第１８条      

千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付要綱第１５条第３項 

の規定により、次のとおり返還を命ずる。 

 

    年  月  日 

 

千葉市長         印 

 

補助金の交付決定額 円 

補 助 金 の 既 交 付 額     年  月  日  交付       円 

補 助 金 の 確 定 額 円 

返 還 す べ き 金 額 円 

返 還 期 限 年  月  日まで 

返 還 を 命 ず る 理 由 

 

返 還 方 法 市長の発行する納入通知書による。 

 

審査請求等について 
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

第１項 

第２項 

２項 


